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議 会 運 営 委 員 会 会 議 録 

 

１ 開会年月日 

  令和７年３月５日（水） 

２ 開会場所 

  第二委員会室 

３ 出席委員（１０名） 

  委 員 長     山 田  ひろこ 

  理  事    金 子 てるよし 

  理  事    田 中 としかね 

  理  事    岡 崎  義 顕 

  理  事    上 田  ゆきこ 

  委  員    宮 本  伸 一 

  委  員    市 村 やすとし 

  委  員    豪      一 

  委  員    品 田  ひでこ 

  委  員    板 倉  美千代 

４ 委員外議員 

  議  長    白 石  英 行 

  副 議 長     田 中  香 澄 

５ 出席説明員 

  成 澤 廣 修  区長 

  佐 藤 正 子  副区長 

  加 藤 裕 一  副区長 

  丹 羽 恵玲奈  教育長 

  新 名 幸 男  企画政策部長 

  竹 田 弘 一  総務部長 

  渡 邊   了  危機管理室長 

  髙 橋 征 博  区民部長 

  長 塚 隆 史  アカデミー推進部長 
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  鈴 木 裕 佳  福祉部長兼福祉事務所長 

  矢 島 孝 幸  地域包括ケア推進担当部長 

  多 田 栄一郎  子ども家庭部長 

  栗 山   仁  児童相談所開設準備担当部長 

  矢 内 真理子  保健衛生部長兼文京保健所長 

  鵜 沼 秀 之  都市計画部長 

  小 野 光 幸  土木部長 

  木 幡 光 伸  資源環境部長 

  松 永 直 樹  施設管理部長 

  宇 民   清  会計管理者 

  吉 田 雄 大  教育推進部長 

  吉 岡 利 行  監査事務局長 

  武 藤 充 輝  総務課長 

６ 事務局職員 

  事務局長     佐久間 康 一 

  議事調査主査   杉 山 大 樹 

  議事調査主査   下 笠 由美子 

  議事調査主査   小松崎 哲 生 

  議事調査主査   糸日谷   友 

  議事調査担当   眞 鍋 由起子 

７ 本日の付議事件 

  (1) 委員会構成等の協議事項について 

  (2) 人事案件について  

  (3) 令和７年４月臨時議会について  

  (4) ２月定例議会追加提案事項について  

  (5) 令和７年５月招集議会の日程等について 

  (6) 文京区議会個人情報の保護に関する条例の一部改正案について 

  (7) 区議会事務局の組織改正について 

  (8) 議事日程及び追加議事日程について 

  (9) 本会議の流れ及び所要時間について 
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   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

午前 ９時５８分 開会 

○山田委員長 おはようございます。 

 定刻前ではございますが、皆様おそろいですので、ただいまより議会運営委員会を開会い

たします。 

 まず初めに、委員等の出席状況です。委員におかれましては、西村副委員長におかれまし

て、２月28日に御逝去をされました。謹んで哀悼の意を表しますとともに、心からお悔やみ

を申し上げます。 

 理事者の皆様におきましては、全員出席をいただいております。 

   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

○山田委員長 まず、委員会構成等の協議事項についてです。 

 西村議員の御逝去に伴い、幹事長会で協議された委員会構成等について、事務局長より説

明を受けたいと思います。 

 佐久間事務局長。 

○佐久間区議会事務局長 それでは、資料１「文京区議会委員会等構成表」を御覧ください。 

 西村議員が委員となっていた建設委員会、子ども・子育て支援調査特別委員会、議会運営

委員会、議会広報小委員会、意見書等調整小委員会を１名欠員とするとともに、議会運営委

員会は副委員長を置かないこと、議会広報小委員会は、山田副委員長を委員長とし、副委員

長を置かないこととされました。 

 予算審査特別委員会の構成についてですが、資料の２、予算審査特別委員会の構成を御覧

ください。 

 予算審査特別委員会の構成については、資料１の基準のとおり、各会派の所属議員数掛け

る２分の１としており、この基準に基づきますと、永久の会の委員は２名から１名に変更と

なりますが、２月７日の本会議にて18名の委員を指名していること、既に委員会も開催して

いることを鑑みて、委員構成は変更しないこととされました。 

 説明は以上です。 

○山田委員長 ただいまの御報告のとおり決定することとしたいですが、よろしいでしょうか。 

（「はい」と言う人あり） 

○山田委員長 ありがとうございます。そのように決定させていただきます。 

   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    
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○山田委員長 次に、人事案件についてです。 

 資料３「同意依頼文」を御覧ください。 

 本件について、区長から発言の申出を受けたいと思います。 

 成澤区長。 

○成澤区長 おはようございます。 

 教育委員会委員の任命同意につきまして、本日正式に、議長にお取り計らいをお願いいた

しました。 

 教育委員会委員につきましては、３月９日をもって任期満了となります坪井節子委員の後

任といたしまして、中野円佳さんを任命いたしたく存じます。 

 なお、依頼文の写しにつきましては、資料のとおりでございまして、経歴及び実績から申

し上げまして、本区教育委員会委員に最適任であると確信しております。 

 本日の本会議におきましては、何とぞ、全員一致の御同意を賜りますよう、お願い申し上

げます。 

 以上でございます。 

○山田委員長 ただいま区長から申出のありました、教育委員会委員の任命同意についてです

が、本日の本会議の議題としたいですが、よろしいでしょうか。 

（「はい」と言う人あり） 

○山田委員長 ありがとうございます。そのように決定させていただきます。 

   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

○山田委員長 次に、令和７年４月臨時議会についてです。 

 本件について、区長からの申出を受けたいと思います。 

 成澤区長。 

○成澤区長 文京区特別区税条例につきましては、関係法案の国会審議の関係で、定例議会終

了後に当該条例の改正を行い、かつ、迅速な対応が必要となる案件が予定されております。 

 したがいまして、国会における審議は継続中ではございますが、臨時議会の開催をお願い

いたしたく、特段のお取り計らいをお願い申し上げます。 

 このほか、喫緊の課題である区立小中学校の改築等に活用すべく、土地の取得につきまし

ても、併せて御提案させていただきたいと存じます。 

 以上でございます。 

○山田委員長 ただいま区長から、臨時議会の開催を要請する旨の申出がございました。 
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 本件については、臨時議会を４月３日木曜の午後２時に開くこととし、議会期間は１日と

したいのですが、よろしいでしょうか。 

（「はい」と言う人あり） 

○山田委員長 そのように決定させていただきます。 

 なお、４月３日の臨時議会当日の日程についてですが、本会議の運営について協議するた

め、午前11時30分より議会運営委員会を開催することといたします。 

 また、臨時議会の日程の周知については、区議会ホームページ及び文京区公式Ｘ等により、

行うことといたします。 

   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

○山田委員長 次に、２月定例議会追加提案事項についてです。 

 ２月定例議会追加提案事項の説明を受けたいと思います。 

 竹田総務部長。 

○竹田総務部長 令和７年２月区議会定例議会に御提案申し上げる案件につきましては、先の

議会運営委員会で御説明いたしましたが、その後、追加の案件が出てまいりましたので、御

説明申し上げます。 

 この度、追加いたします案件は、条例案４件、予算案１件でございます。 

 それでは、追加提案事項のデータを御覧ください。 

 第１は、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」でございます。 

 本案は、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員に住居手当を支給するため、提

案するものでございます。 

 改正内容は、定年前再任用短時間勤務職員に対して支給しないこととされている手当の範

囲から、住居手当を削除するものでございます。 

 施行期日は、令和７年４月１日で、併せて、暫定再任用職員についても同様の取扱いとす

るため、付則において、該当する改正条例の規定を改めるものでございます。 

 第２は、「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例」でござ

います。 

 本案は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部

改正に伴い、規定を整備するため、提案するものでございます。 

 改正内容のアは、職員が請求した場合に超過勤務の制限の対象となる子の範囲を「３歳に

満たない子」から「小学校就学の始期に達するまでの子」に拡大するものでございます。 
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 次に、イは、子の看護休暇の見直しに伴い、当該休暇の名称を「子の看護等休暇」に改め

るものでございます。 

 次に、ウは、介護両立支援制度等に係る規定の追加でございます。 

 任命権者は、配偶者等が介護を必要とする状況に至ったことを申し出た職員に対し、介護

両立支援制度等に係る周知を行うとともに、当該制度等の請求に係る意向を確認するための

面談等の措置を講じなければならない旨等を定めるものでございます。 

 エは、その他規定の整備をするものでございます。 

 施行期日は、令和７年４月１日でございます。 

 ２ページを御覧ください。 

 第３は、「幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」で、続く第４は、

「幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例」でござ

いますが、改正内容はいずれも、第１の「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」、

第２の「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例」とそれぞれ

同様の改正を行うものでございます。 

 第５は、令和７年度の一般会計の補正予算でございます。 

 こちらにつきましては、後ほど、企画政策部長から御説明申し上げます。 

 追加提案事項の説明は以上でございますが、これによりまして、本定例議会に提案する案

件は、条例案16件、事件案３件、予算案10件の都合29件と相成るものでございます。 

 なお、今後、追加で御提案申し上げる案件が生じてくる予定でございます。その際には、

正副議長に御相談を申し上げ、適切に対処させていただきたいと存じますので、よろしくお

願い申し上げます。 

 提案事項につきましては、以上でございます。 

○山田委員長 続いて、令和７年度一般会計補正予算の説明をお願いいたします。 

 新名企画政策部長。 

○新名企画政策部長 それでは、補正予算について、御説明申し上げます。 

 今回の補正予算は、令和７年度一般会計の第１回補正予算で、当初予算と同時に、御審議

をお願いするものでございます。 

 補正の概要は、大塚四丁目の土地取得に要する経費等を計上するものでございます。 

 それでは、資料、「令和７年度補正予算（当初）総括表」をお開きください。 

 初めに、２ページの会計別総括表を御覧ください。 
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 一般会計の補正額は143億377万6,000円で、これにより、一般会計の総額は1,613億377万

6,000円となります。 

 次に、３ページの款別・財源別総括表を御覧ください。 

 特定財源として、財産収入及び特別区債を計上しております。 

 次に、５ページの一般財源内訳を御覧ください。 

 今回の補正予算における一般財源は、全額、財政調整基金繰入金を計上しております。 

 その他のページ及び資料３の「主要事項調書」につきましては、後ほど御参照いただきた

いと存じます。 

 説明は以上でございます。 

○山田委員長 ただいま御説明いただいた提案事項の付託委員会についてですが、資料４の１

番及び２番の２件は総務区民委員会に、３番及び４番は文教委員会に、５番は予算審査特別

委員会に、それぞれ付託することとしたいですが、よろしいでしょうか。 

（「はい」と言う人あり） 

○山田委員長 そのように決定させていただきます。 

 次に、追加された提案事項の取扱いについて、お諮りします。 

 本日の本会議の日程に追加することとし、資料４の１番から４番までについては、本会議

を途中休憩して直ちに議案審査を行うため、第一委員会室にて各委員会を開催したいと思い

ます。 

 まず、総務区民委員会を開催し、総務区民委員会終了後に文教委員会を開催することとし

たいですが、よろしいでしょうか。 

（「はい」と言う人あり） 

○山田委員長 そのように決定させていただきます。 

   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

○山田委員長 次に、令和７年５月招集議会の日程等についてです。 

 事務局長から、議長案の内容について、御説明を受けたいと思います。 

 佐久間事務局長。 

○佐久間区議会事務局長 それでは、資料７を御覧ください。 

 令和７年５月の招集議会は、令和７年５月15日木曜日、午後２時から開会いたします。 

 令和７年文京区議会定例会の会期は、令和７年５月15日木曜日から翌年の令和８年４月30

日木曜日までの350日間といたします。 
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 なお、議会運営委員会は５月15日木曜日の午前10時から、全員協議会は午後１時から、そ

れぞれ開会することといたします。 

 説明は以上です。 

○山田委員長 令和７年５月招集議会の日程及び令和７年文京区議会定例会の会期については、

ただいまの事務局長の説明のとおりとしたいですが、よろしいでしょうか。 

（「はい」と言う人あり） 

○山田委員長 そのように決定させていただきます。 

   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

○山田委員長 次に、文京区議会個人情報の保護に関する条例の一部改正案についてです。 

 本件については、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴い、文京区議会個人情報の保護

に関する条例の規定を改正するものです。 

 なお、改正内容については、幹事長会において協議され、承認されたものです。 

 詳細については、事務局長より説明を受けたいと思います。 

 佐久間事務局長。 

○佐久間区議会事務局長 それでは、資料８「新旧対照表（文京区議会個人情報の保護に関す

る条例）」を御覧ください。 

 刑法等の一部を改正する法律等が令和７年６月１日から施行されますが、その内容は、懲

役及び禁錮を廃止し、これらに代えて拘禁刑を創設することとなってございます。 

 これに伴い、文京区議会個人情報の保護に関する条例の規定中、「懲役」を「拘禁刑」に

改める改正を行う必要がありますので、「第６章罰則」の第57条から59条までを、新旧対照

表のとおり改めるものです。 

 なお、刑法改正に伴う区の関係条例の改正は、本日の本会議で採決される予定でございま

す。 

 説明は以上です。 

○山田委員長 本条例案については、資料９のとおり、本日の本会議に全議員提出議案として

追加提案することとしたいですが、よろしいでしょうか。 

（「はい」と言う人あり） 

○山田委員長 そのように決定させていただきます。 

   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

○山田委員長 次に、区議会事務局の組織改正についてです。 
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 本件について、事務局長から説明を受けたいと思います。 

 佐久間事務局長。 

○佐久間区議会事務局長 それでは、資料10「区議会事務局の組織改正について」を御覧くだ

さい。 

 改正内容でございますが、３、組織図新旧対照表及び４、職員定数の増減のとおり、調整

担当主査を新設するとともに、議事調査担当を１名増員するものでございます。 

 施行期日は、令和７年４月１日でございます。 

 説明は以上です。 

○山田委員長 本件については、ただいまの事務局長の説明のとおりとしたいですが、よろし

いでしょうか。 

（「はい」と言う人あり） 

○山田委員長 そのように決定させていただきます。 

   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

○山田委員長 次に、議事日程及び追加議事日程についてです。 

 資料11「議事日程・追加議事日程」を御覧ください。 

 事務局長から、本日の本会議の日程について、報告を受けたいと思います。 

 佐久間事務局長。 

○佐久間区議会事務局長 それでは、議事日程及び追加議事日程について、御説明いたします。 

 まず、本日の議事日程でございます。 

 日程第１から第10までとして、総務区民委員会における議案審査終了分、条例案４件、事

件案２件、予算案４件でございます。 

 次に、日程第11から第14までとして、厚生委員会における議案審査終了分、条例案４件で

ございます。 

 次に、日程第15から第18までとして、建設委員会における議案審査終了分、条例案３件、

事件案１件でございます。 

 次に、日程第19として、文教委員会における議案審査終了分、条例案１件でございます。 

 次に、本日の追加議事日程です。 

 追加日程第20として、議員提出議案、条例案１件でございます。 

 次に、追加日程第21及び第22として、総務区民委員会に付託予定の条例案２件です。 

 次に、追加日程第23及び第24として、文教委員会に付託予定の条例案２件です。 
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 次に、追加日程第25として、予算審査特別委員会に付託予定の予算案１件でございます。 

 次に、追加日程第26から第43までとして、各委員会において審査が終了した請願18件でご

ざいます。 

 次に、追加日程第44として、「教育委員会委員任命の同意について」でございます。 

 以上でございます。 

○山田委員長 次に、本会議の流れ及び所要時間についてです。 

 事務局長から、本日の本会議の流れ及び所要時間について、報告を受けたいと思います。 

 佐久間事務局長。 

○佐久間区議会事務局長 それでは、本日、３月５日の本会議の流れでございます。 

 開議宣告の後、会議録署名人として、宮本伸一議員と、たかはまなおき議員が指名されま

す。 

 次に、諸般の報告として、地方自治法第180条第１項の規定による議会の指定議決に基づ

き専決処分した契約変更の報告について、住民監査請求要旨について、令和６年度１月分例

月出納検査結果の報告について、計３件の報告がございます。 

 次に、日程の追加が行われます。 

 追加日程第20として、議員提出議案６号の条例案１件、追加日程第21から第25までとして、

議案第78号から81号まで及び第77号の条例案４件、予算案１件、追加日程第26から第43まで

として、請願審査終了分18件、追加日程第44として、教育委員会委員任命の同意について、

計25件が本日の日程に追加されます。 

 次に、日程に入ります。 

 初めに、日程の順序を変更し、まず追加日程第20として、議員提出議案第６号の条例案１

件が議題とされ、全議員提出議案ですので、提案説明及び委員会付託を省略し、直ちに簡易

表決による採決となります。 

 次に、日程第１から第10までとして、議案第62号から第65号まで、第74号及び第75号並び

に第54号から第57号まで10件が一括して議題とされ、高山泰三総務区民委員会委員長の議案

審査報告の後、起立表決による個別採決となります。 

 次に、日程第11から第14までとして、議案第66号から第69号までの４件が一括して議題と

され、吉村厚生委員会委員長の議案審査報告の後、起立表決による個別採決となります。 

 次に、日程第15から第18までとして、議案第70号から第72号まで及び第76号の４件が一括

して議題とされ、名取建設委員会委員長の議案審査報告の後、起立表決による個別採決とな
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ります。 

 次に、日程第19として、議案第73号の１件が議題とされ、浅川文教委員会委員長の議案審

査報告の後、起立表決による個別採決となります。 

 次に、追加日程第21及び第22として、議案第78号及び第79号の２件が一括して議題とされ、

佐藤副区長の提案説明の後、議長が人事委員会の意見を報告し、総務区民委員会に付託とな

ります。 

 次に、追加日程第23及び第24として、議案第80号及び第81号の２件が一括して議題とされ、

佐藤副区長の提案説明の後、議長が人事委員会の意見を報告し、文教委員会に付託されます。 

 ここで休憩宣告となり、議案審査のため本会議を暫時休憩いたします。 

 第一委員会室で総務区民委員会を開催して、議案第78号及び第79号に係る審査を行います。 

 総務区民委員会終了後、第一委員会室を文教委員会の仕様に変更いたしますので、総務区

民委員会委員の皆様及び理事者の皆様には、速やかに御退出をお願いいたします。 

 設営終了後、文教委員会を開催し、議案第80号及び第81号に係る審査を行います。 

 再開宣告の後、本会議を再開いたします。 

 総務区民委員会、文教委員会から、それぞれ議案審査報告書が提出されますので、これを

本日の日程に追加いたします。 

 議案第78号及び第79号の２件が一括して議題とされ、高山泰三総務区民委員会委員長の議

案審査報告の後、起立表決による個別採決となります。 

 次に、議案第80号及び第81号の２件が一括して議題とされ、浅川文教委員会委員長の議案

審査報告の後、起立表決による個別採決となります。 

 次に、追加日程第25として、議案第77号が議題とされ、佐藤副区長の提案説明の後、予算

審査特別委員会に付託されます。 

 次に、日程第26から第43までとして、各委員会における請願審査終了分18件が一括して議

題とされ、請願審査報告書を書記朗読の後、簡易表決による採決となります。 

 次に、追加日程第44として、「教育委員会委員任命の同意について」が議題とされ、依頼

文書を書記朗読した後、成澤区長から提案説明を受け、起立表決による採決となります。 

 以上で本日の日程が終了し、散会宣告となります。 

 次に、所要時間でございますが、本日の所要時間は、開議宣告から休憩宣告までが37分程

度、再開宣告から散会宣告までは30分程度と見込んでおります。これに、休憩中の総務区民

委員会、文教委員会の審査時間が加わるものでございます。 
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 説明は以上です。 

○山田委員長 ただいまの事務局長の説明のとおりとしたいですが、よろしいでしょうか。 

（「はい」と言う人あり） 

○山田委員長 そのように決定させていただきます。 

   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

○山田委員長 その他です。 

 委員会記録についてです。本日の委員会記録については、委員長に御一任願いたいのです

が、よろしいでしょうか。 

（「はい」と言う人あり） 

○山田委員長 ありがとうございます。 

   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

○山田委員長 それでは、これにて議会運営委員会を閉会いたします。 

午前 １０時１９分 閉会 


